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〔キーワード〕「意匠」の定義（意２条１項）→物品

の操作の用に供される画像（意２条２項）、「意

匠」の登録要件→工業上利用性（意３条１項柱書）、

部分意匠

【事案の概要】

　本件は、意匠登録出願の拒絶査定不服審判請求に
対する不成立審決の取消訴訟である。争点は、後記
本願部分の画像が意匠法２条２項の「物品の操作（当
該物品がその機能を発揮できる状態にするために行
われるものに限る。）の用に供される画像」を構成し、
その結果、本願意匠が同法３条１項柱書の「工業上
利用することができる意匠」に当たるか否かである。

 出願意匠「物品の操作の用に供される画像」
拒絶審決取消請求事件
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１　特許庁における手続の経緯

原告（三菱電機株式会社）は、平成27年３月16日、
意匠法14条１項により３年間秘密にすることを請
求し、物品の部分について意匠登録を受けようと
する意匠登録出願をしたところ（意願2015－5576
号。甲１。以下「本願」という。）、同年11月11日
付けで拒絶理由通知を受け（甲３）、同年12月24
日、「意匠に係る物品の説明」を補正する手続補
正をしたが（甲５）、平成28年２月17日付けで拒
絶査定を受けたので（甲６）、同年６月14日、拒
絶査定不服審判請求を行った（不服2016－8799号。
甲７）。
特許庁は、平成28年10月５日、「本件審判の請
求は、成り立たない。」との審決をし、その謄本は、
同月18日、原告に送達された。

２　本願意匠

本願の意匠登録を受けようとする意匠（以下
「本願意匠」という。）は、別紙第１のとおりであ
る（以下、本願において、意匠登録を受けようと
する部分を「本願部分」という。）。

３　審決の理由の要点

（１）　物品と一体として用いられる、自動車周囲
の路面、組み立て駐車場、あるいは展示場の床
板等の表示機器（以下「表示機」という。）に表
される画像を含む意匠について意匠登録を受け
ようとする場合は、意匠に含まれる画像が意匠
法２条２項において規定する物品の機能を発揮
できる状態にするための操作の用に供される画
像であることが必要である。
しかし、本願部分の縮小画像図１〜16には操
作のための図形等が一つも表れておらず、こ
れらの縮小画像図１〜16を全体として見たとし
ても、自動車の開錠操作、エンジンの始動操作、
及び自動車の前進若しくは後進の操作に用いら
れるものとは認められず、単に自動車の開錠か
ら発進前までの自動車の各作動状態を表示機に
表示しているにすぎない。
そうすると、本願部分の画像は、意匠法２条
２項所定の画像を構成するとは認められないか
ら、本願部分の画像は、意匠法上の意匠を構成

するとは認められない。
したがって、本願意匠は、意匠法３条１項柱
書に規定する「工業上利用することができる意
匠」に該当しないから、意匠登録を受けること
ができない。

（２）　自由に肢体を動かせない者が行う、モニ
ター等に表示される文字を選択するための画像
や、音声認識させるための発声などによる操作
のための画像とは異なり、本願部分の画像には、
運転者が自動車を前進させるための操作ボタン
等の画像が何も表示されていない。また、表示
された画像を用いて操作を行うことによってシ
フトレバーが作動するのではなく、運転手がシ
フトレバーを作動させた結果、その時の自動車
の状態の画像が表示機に表示されるものであ
る。
したがって、本願部分の画像は、運転者が自
動車を前進させるための操作の用に供する画像
とは認められない。

【判　　断】
　当裁判所は、原告主張の審決取消事由は理由がな
いものと判断する。その理由は、次のとおりである。
１　意匠法２条２項は、「物品の操作（当該物品が
その機能を発揮できる状態にするために行われる
ものに限る。）の用に供される画像であって、当
該物品又はこれと一体として用いられる物品に表
示されるもの」は、同条１項の「物品の部分の形
状、模様若しくは色彩又はこれらの結合」に含ま
れ、意匠法上の意匠に当たる旨を規定する。同条
２項は、平成18年法律第55号による意匠法の改正
（以下「平成18年改正」という。）によって設けら
れたものである。
ところで、平成18年改正前から、家電機器や情
報機器に用いられてきた操作ボタン等の物理的な
部品を電子的な画面に置き換え、この画面上に表
示された図形等からなる、いわゆる「画面デザイ
ン」を利用して操作をする機器が増加してきてい
た。このような画面デザインは、機器の使用状態
を考慮して使いやすさ、分かりやすさ、美しさ等
の工夫がされ、家電機器等の品質や需要者の選択


